
病院への引率者（管理職判断） 

 常時⇒・養護教諭、校長または教頭 

    ・学級担任、校長または教頭 

緊急⇒・養護教諭、学級担任、校長または

状況を知る者。 

   ・誰でも引率できる状態にしておく。 

４ 児童の事故発生時の対応 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事事故故発発生生  

発見者 

① 状態把握・報告 

・いつ、どこで、どんな状態か。 

② 応急処置 

 ・止血、意識の確認、気道確保、

心肺蘇生法、（ＡＥＤ） 

③ 保護者への連絡 

 ・状況を連絡し、行きつけの病

院を確認する。 

④ 病院へ引率する場合 

 (1) 保護者へ連絡し、保護者

の指定する病院へ移送する。 

 (2) 児童へ尋ねるか、保健調査

票（個人票）に記入されてい

る病院へ移送する。 

 (3) 緊急を要する場合は下記

の病院へ移送する。 

校長・教頭 

保健主事 

養護教諭 

生徒指導主事 

学級担任 

医療機関 

学校医 

保護者 

※救急車の要請基準 

（1）意識不明 

（2）呼吸停止 

（3）心臓停止 

（4）大量出血 

（5）重度の骨折 

（6）その他（熱傷・中毒等） 

 病院名 電話番号 

内･外 五ヶ瀬町立病院 73-5500 

内･外･眼

小児･耳鼻 高千穂町立病院 73-1700 

内･外･眼 

整形外･歯 蘇陽病院 
0967- 

83-1122 

歯科 五ヶ瀬歯科 82-0083 

 

※ 太文字は、学校医及び学校歯科医 

職員の役割                      留意事項  

発見者 
・事故の状況を把握。   ・病院への連絡 

・敏速な連絡 →(養護教諭)、校長、教頭、学級担任 

① 保護者への連絡は、相手を動揺させる 

ことのないように落ち着いて連絡する。 

② 加害者のある場合は、その加害者の保 

護者に対しても必ず状況説明の連絡を

行う。 

③ 生命のかかわるケガ等の場合は、校長 

もしくは教頭も病院に赴く。 

④ 搬送は保護者と連絡がつく場合は、保

護者の車で搬送するが、連絡がつかな

い場合は、町教委の許可を得て、タク

シーを利用する。 

（五ヶ瀬タクシー：82-0047 ） 

⑤ 報道関係者、部外者等への対応は校 

長（教頭）がする。 

養護 

教諭 

・事故現場へ急行し、被災者の症状の確認と応急処置 

・時間経過に沿っての記録 ・病院への(連絡と)引率 

校長 

教頭 

・救急車の要請      ・事故の詳細な状況把握 

・教育委員会、教育事務所への連絡 

学級 

担任 

・家庭への連絡 

・救急車の誘導   ＊保健主事 or体育主任不在時の代行 

生徒指

導主事 

・事故現場への移動  ・事故の情報収集と全体把握 

・他の職員への連絡  ・一般児童生徒の誘導 

※ 養護教諭が被災者の症状確認や応急処置をしている場合は、

児童の状況等を知っている教諭が、病院や救急車要請等の連絡

を行う。 

 

救急車 

指

示 

大きな声で助け

を求める。 

保健調査票とメモ(実施した

処置や嘔吐回数など)持参 


